
下水道使用料比較表

※資料：総務省　令和元年度決算統計

資料７
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愛知県 小牧市

愛知県 刈谷市

埼玉県 狭山市

鹿児島県 鹿児島市

大阪府 箕面市

埼玉県 久喜市

愛知県 春日井市

千葉県 成田市

愛知県 豊田市

愛知県 岡崎市

愛知県 一宮市

神奈川県 平塚市

東京都 多摩市

千葉県 市原市

群馬県 太田市

愛知県 豊橋市

神奈川県 鎌倉市

奈良県 奈良市

大阪府 富田林市

神奈川県 横須賀市

岩手県 盛岡市

神奈川県 秦野市

千葉県 佐倉市

香川県 高松市

滋賀県 草津市

大阪府 和泉市

兵庫県 加古川市

静岡県 沼津市

神奈川県 小田原市

石川県 金沢市

栃木県 宇都宮市

大分県 大分市

大阪府 岸和田市

滋賀県 大津市

高知県 高知市

福岡県 大野城市

福島県 郡山市

和歌山県 和歌山市

長崎県 長崎市

愛媛県 松山市

広島県 呉市

三重県 四日市市

（円）

全国類似団体の下水道使用料（20㎥使用時、税込み）

【類似団体の抽出方法】

次の①～③全てに該当し、公営企

業会計制度を適用している団体

①処理区域内の人口が10万人以上

②処理区域内の人口密度が1haに

50人以上

③供用開始後30年以上経過
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※資料：総務省　令和元年度決算統計

554 

776 

1,248 
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鹿児島県 鹿児島市

大阪府 箕面市

埼玉県 狭山市

東京都 多摩市

三重県 四日市市

愛知県 一宮市

神奈川県 平塚市

愛知県 岡崎市

愛知県 小牧市

愛知県 刈谷市

愛知県 豊田市

大阪府 和泉市

大阪府 富田林市

神奈川県 鎌倉市

埼玉県 久喜市

千葉県 成田市

神奈川県 秦野市

群馬県 太田市

愛知県 豊橋市

愛知県 春日井市

千葉県 市原市

兵庫県 加古川市

滋賀県 大津市

神奈川県 小田原市

香川県 高松市

神奈川県 横須賀市

大分県 大分市

石川県 金沢市

大阪府 岸和田市

福岡県 大野城市

栃木県 宇都宮市

滋賀県 草津市

千葉県 佐倉市

静岡県 沼津市

奈良県 奈良市

長崎県 長崎市

岩手県 盛岡市

福島県 郡山市

愛媛県 松山市

高知県 高知市

和歌山県 和歌山市

広島県 呉市

（円）

全国類似団体の下水道使用料（８㎥使用時、税抜き）

【類似団体の抽出方法】

次の①～③全てに該当し、公営企

業会計制度を適用している団体

①処理区域内の人口が10万人以上

②処理区域内の人口密度が1haに

50人以上

③供用開始後30年以上経過
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※資料：各市ホームページ（令和３年５月）

1,779 

2,302 

2,921 
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逗子市
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相模原市
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藤沢市

綾瀬市

大和市

鎌倉市

伊勢原市

横須賀市

秦野市

座間市

小田原市

三浦市

（円）

県内団体の下水道使用料（20㎥使用時、税込み）
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※資料：各市ホームページ（令和３年５月）

566 

776 

1,006 
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三浦市

（円）

県内団体の下水道使用料（８㎥使用時、税抜き）
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

鎌倉市 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 藤沢市 小田原市 茅ケ崎市 逗子市 三浦市 秦野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 家庭用 業務用

1～4

5～8 110 

9～10 20 10 41 27

11～15

16～20 115 100 118 91 135

21～25 110 

26～30 119 

31～40 122 225 144 

41～50 132 260 145 

51～60

61～75

76～100 260 

101～200 299 364 122 331 188

201～300 138 355 201

301～500 150 215 203

501～600

601～1,000

1,001～2,000 416

2,001～3,000

3,001～5,000 203

5,001～10,000 222 199 155

10,001～15,000 247

15,001～20,000 265

20,001～25,000 284

25,001～30,000 303

30,001～ 321

2,302 2,035 2,156 2,036 2,443 2,035 2,203 2,637 1,878 1,793 2,921 2,469 1,974 2,292 2,355 1,796 2,634 1,779 2,289 2,509 3,434

単 単 単 流 単 流 単・流 流 流 単 単 単・流 流 単 単・流 流 流 流 単・流

2 11 5 0 4 0 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1
7 72 19 7 18 10 15 2 5 2 1 2 1 0 3 0 0 2 1

分流式 併用 併用 併用 併用 併用 併用 分流式 併用 併用 分流式 分流式 併用 併用 分流式 分流式 分流式 分流式 分流式

2,414 31,429 10,712 7,691 5,860 3,523 4,764 2,527 2,228 864 215 2,184 3,327 1,956 901 1,317 1,212 626 1,097

※ 単…単独で終末処理 ※併用…合流式・分流式の併用

流…流域下水道に接続
単・流…単独での末処理（一部流域下水道に接続）

上水道（参考）
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基本使用料

自治体名

154

161

165

665 

113 

125 

155 

167 

180

219

195

215

230

260

674 

89

109 

115 

128 

141

895 

単独・流域の別
終末処理場数(箇所)
ポンプ場数(箇所)
合流式・分流式の別
現在処理区域面積(ha)

20㎥/１月使用料（税込）

228

従
量
使
用
料
（

1
㎥
に
つ
き
）

125 

140 

255 

160 
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143
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下水道使用料の採用区分数
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	★【資料７①】県内・全国比較→①、②つけてページふる
	★【資料７②】各市下水道料金他



